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平成２７年度第５回広島市環境審議会 議事要旨 

 

１ 日時 

平成２８年２月１１日（木） 午前１０時～午前１１時 

 

２ 場所 

広島市役所本庁舎１４階第７会議室 

 

３ 出席委員 

岡田 光正（会長）、田中 純子（副会長）、粟屋 仁美、大下 房子、大原 裕二、沖本 英里、寒

川 起佳、戸田 真紀、中城 秀典、中西 伸介、仁井 孝尚、長谷川 弘、林 武広、柳下 正治、若

松 伸司（以上１５名） 

 

４ 次第 

⑴ 開会 

⑵ 議事 

議題 第２次広島市環境基本計画（案）について 

⑶ 閉会 

 

５ 公開・非公開の別 

公開 

 

６ 傍聴人の人数 

０名 

 

７ 会議資料 

・ 第２次広島市環境基本計画（案） 

・ 第２次広島市環境基本計画（素案）に対する市民意見募集の結果について（資料１） 

・ 第２次広島市環境基本計画（素案）（第４回広島市環境審議会提出分）からの主な変更点に

ついて（資料２） 
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８ 議事要旨 

 

発言者 発言要旨 

会長 ・ 本日の議事は、１件である。議題、第２次広島市環境基本計画（案）につ

いて、事務局から説明をお願いする。 

環境政策課長 【第２次広島市環境基本計画（案）について説明】 

会長 ・ 現在の案は、第４回審議会で頂いた御意見、庁内で出た意見、先ほど御説

明いただいた市民意見募集の結果、事前に案について最終確認をしていただ

いた際の委員の御意見を踏まえて修正していただいた内容になっている。 

・ ただ今の説明に関し、御質問・御意見等があればお願いする。 

柳下委員 ・ 計画案が、時間をかけて随分と良いものになっているという前提で、いく

つか質問する。 

・ 今回、計画の指標に中国電力株式会社のＣＯ２実排出係数を入れるのは画期

的だと思った。２月９日の環境大臣の記者会見でも触れていたが、国は、中

国電力株式会社などの一般電気事業者だけでなく、電力自由化後の電気事業

分野全体の排出係数について、２０３０年度０．３７（ｋｇ－ＣＯ２／ｋＷｈ）

という目標値を掲げている。電力会社によって電力の供給構造が全然違うの

で一概には言えず、また、最近の電力自由化の動き、石炭火力の新設の問題、

原子力がどうなるのか、又は再生可能エネルギーがどれだけ出てくるのかと

いったことが非常に不確実な中で、少なくとも国のレベルでは、そういう大

きな政策目標ができたということになった。広島市としても、国でこういう

大きな動きがあったということは確認しておいた方がよいと思う。 

・ 国が掲げる目標値である０．３７という排出係数がどういうレベルのもの

かということについて御説明する。排出係数は、１９９０年が０．４０、１

９９５年が０．３７、２０００年が０．３６、２００５年が０．４１、２０

１０年が０．４０だった。このように、１９９０年から２０年間、０．４０

ないし０．４０を少し下回るくらいで推移していたものが、３．１１（東日

本大震災）の後、２０１２年には０．５２にまで上昇した。つまり、排出係

数を２０３０年に０．３７にするという目標は、そんなに画期的なものでは

なく、要するに、３．１１前の数値に戻すというものである。 

・ しかし、原発をどうするのかといったいろいろな問題が影響し、また、電

力自由化で、最近、石炭火力発電所がどんどんできつつある中で、３．１１

前の数値に戻すということ自体が非常に難しい問題である。 

・ そういった中で、国が、電力供給に関するＰＤＣＡサイクルを、北海道か

ら沖縄まで完璧にコントロールするのは、なかなかつらいものがあるのでは

ないかと思う。特に、電力自由化に関しては、細かい取組がたくさんあるた

め、アセスメントの問題などの様々な問題についての役割を地方公共団体が

担わされるであろうということは想像に難くないので、広島市も、そうした

新たな政策課題が生まれつつあるということを、認識しておいた方がよいと

思う。 
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・ 計画案には、中国電力株式会社の平成２６年度のＣＯ２実排出係数は０．７

０６と書いているが、過去にはどのくらいの数値だったのか。また、計画期

間の終期である平成３２年度には、それをどれくらいの数値にすることが可

能であると考えているのか。 

温暖化対策課長 ・ 中国電力株式会社のＣＯ２実排出係数は、３．１１の前、京都議定書で基準

年とされた平成２年度には０．６１４であったが、平成２２年度に０．７２

８、平成２３年度に０．６５７、平成２４年度に０．７３８と推移している。 

・ 中国電力株式会社に対し、国の目標を踏まえてどのような取組を行うのか

ということを聞いたところ、電気事業連合会に加盟している電力会社の動き

を踏まえつつ対応するということで、具体的に目指しているものはまだない

とのことであった。 

・ 電気事業者についての取組に関し、本市は、広島市地球温暖化対策等の推

進に関する条例に基づき、本市の区域内に電気を供給する電気事業者に、毎

年度、エネルギー環境計画書及びエネルギー環境報告書を提出してもらい、

どのような排出係数を目指すのか、そしてその結果はどうであったのかとい

うことなどについての報告を受けている。全ての電気事業者の取組を把握で

きるのかという課題はあるが、電力小売全面自由化後には、こうした制度に

より、引き続き、電気事業者についての取組を促進していきたいと考えてい

る。 

中城委員 ・ 計画案４５ページの事業者の役割の箇所に、事業者の自ら率先した取組に

ついての記述を追加していただき、感謝している。 

・ 国の環境基本計画では、経済・社会のグリーン化ということで、事業者の

環境配慮を進めていくことを重点分野の一つとして挙げており、その中の取

組として、環境マネジメントシステムの推進・促進、取組状況に係る情報開

示をやっていくことがうたわれている。また、広島県の第４次環境基本計画

（素案）にも、具体的に、ＩＳＯ１４００１やエコアクション２１を推進し

ようということがうたわれている。 

・ 計画案では、環境マネジメントシステムにはあまり触れられていないが、

事業者が自ら考え、目標を掲げ、行動していくということは、非常に重要な

ことではないかと考えている。ＣＯ２についても、家庭部門や業務部門で排出

量が増えているとのことだが、市民は、職場で働く人でもあるわけだから、

職場における環境活動が、家庭に帰ってからの環境への配慮にもつながって

いくということがある。職場において、環境マネジメントシステムというし

っかりとした枠組を推進することによって、環境に配慮した製品の開発や、

先ほど話のあった排出係数を削減するような取組にもつながる。 

・ なお、ＩＳＯ１４００１については、昨年９月１５日に規格改定があった。

今までの紙、ごみ、電気という、オフィスのエコだけに取り組むのではなく、

事業部分に深く組み込んだＩＳＯにしていこうというようなことで改定が行

われた。日本が更に世界をリードしていくような事業活動や、経済と環境の

一体化を進めていくため、環境省はエコアクションというものを進めている
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ということであり、環境マネジメントシステムは有効なのではないかと思う。 

温暖化対策課長 ・ 本市においても、国や広島県と同様に、ＩＳＯ１４００１、ＩＳＯ１４０

０５、エコアクション２１の認証取得を支援している。 

・ 第２次広島市環境基本計画では、内容の大綱化を図っているため、具体的

な取組については、来年度策定予定の新たな地球温暖化対策地域推進計画に

おいて、市民、事業者、行政が同じ目標を掲げて一体的に取り組んでいくと

いったような部分で言及していくことを考えている。 

粟屋委員 ・ ２２ページの最後の所に、「世界の各都市と連携」ということが書いてあり、

その後も、同じ言葉がいくつか出てくるが、具体的にどういうことを想定し

ているのか。 

温暖化対策課長 ・ 本市は、イクレイ（持続可能性をめざす自治体協議会）という世界的な団

体に加盟しており、イクレイを通じ、本市の環境に関する取組の発信や、世

界の環境に関する動きの情報収集を行っている。 

・ また、イクレイその他大規模な環境団体が推薦している「首長誓約」とい

う枠組みがある。これは、世界の各都市がリーダーとなって、気候変動、地

球温暖化対策の取組を推進していこうというものであり、参加する自治体は、

緩和策だけではなく、適応策にも取り組むことになる。本市においても、昨

年１１月に、この首長誓約への参加を表明したところである。 

・ 以上のようなことを起点として、世界の各都市と連携していきたいと考え

ている。 

柳下委員 ・ 「首長誓約」は、発信という観点なのか。「首長誓約」には、ヨーロッパ等

の小さな自治体がたくさん参加している。そういった自治体では、首長が、

市民活動の末端の動きまで「見える化」して、ライフスタイルや地域のいろ

いろな活動が低炭素社会、低炭素都市につながるようにみんなで頑張ろうと

いうようなことをやっているが、広島市のように、人口１００万以上の大き

な都市において、「首長誓約」に参加することによってどのような成果が期待

されるのか。 

温暖化対策課長 ・ 柳下委員のおっしゃるとおり、「首長誓約」の始まりは小さな都市からであ

ったが、ＣＯＰ２１を成功させようということで、Ｃ４０（世界大都市気候

先導グループ）の構成団体等が積極的に参加しており、現在は、本市よりも

ずっと大きなアメリカの各都市も参加している。 

・ 「首長誓約」では、都市がどのような取組を行っているのかを発信すると

ともに、温室効果ガス排出量の集計方法を統一するといったような取組も行

うことになる。まだ手探りの段階ではあるが、本市の取組を発信するととも

に、世界の都市のやり方を学びながら地球温暖化対策等に取り組んでいきた

い。 

・ なお、「首長誓約」に参加している国内の都市は本市を含め５都市（富山市、

横浜市、東京都、北九州市、広島市）あるので、他の都市とも連携を図って

いきたいと考えている。 

岡田会長 ・ こちらは、４月以降の議論になる。 



5 
 

寒川委員 ・ ここでこの問題を出していいのかどうか少し悩むのだが、２週間前、ある

方から、太田川源流の恵下の埋立地についてのチラシをもらった。私も、広

島商工会議所の環境委員長をやっているので、これはどのようなものだろう

かということでインターネットで調べると、これだけの資料が集まった。要

は、恵下の土地でやる施工は最高のレベルではなく、有害物質が流れるおそ

れがあるというようなことなど、ここにはいろいろなことが書いてある。来

月から着工となっている中で、もし、これが事実であるとすると、懸念を抱

くが、この辺り、環境局はどのようにお考えなのかをお聞かせいただきたい

と思う。 

岡田会長 ・ はい、それでは把握をしていればどうぞ。 

環境局長 ・ それでは、私の方から説明させていただく。恵下埋立地は、本市の最終処

分場として、現在稼働している玖谷埋立地の後継の埋立地として整備をする

ものである。場所は、湯来町の恵下という所に作る。平成３２年度からの供

用開始ということで、平成１０年代から取り組んできた事業が、やっと、今

年度着工になったというところである。この事業について、地元の皆様方に

説明する中で、恵下埋立地からの浸出水を下水道に放流するために送水管を

敷設する戸山という地区の住民の方々から、安全性に対して少し不安の声が

あった。これに対し、本市は、これまでの元々の計画に加えて更なる安全対

策を施し、絶対に問題のないようなかたちで、具体的に言うと国が定めてい

る基準以上の対策を講じるということで、我々としては全く懸念されるよう

なことは起こらないということでずっと説明をしてきた。 

・ そうした中で、昨年１１月に、この戸山地区の全住民を対象とした説明会

を開いた時に、話を聞き付けてこの地区以外の若い方々が初めて来られ、そ

のチラシなどにあるような考え方で情報を発信している。説明会の場でも申

し上げ、また、今後ともしっかりと説明していこうと思うが、この最終処分

場は一般廃棄物を埋め立てる埋立地であって、有害物質そのものを埋めるよ

うなものではない。焼却灰に含まれる金属類などについても前処理を行い、

有害物質が流出しないようにするとともに、万が一に備えて、例えば、遮水

シートやベントナイト工法によって、有害物質が絶対に外に出ないようにす

る。また、放流管についても、２系統にするとともに、接手を補強する等、

必ずや皆様の安全が守れるよう、専門家の意見も踏まえた設計になっている。 

・ 水に影響があるといった情報が流されていることについては、今、恵下埋

立地に関してのホームページ等も立ち上げているところであり、Ｑ＆Ａのよ

うなかたちで、しっかりと、一つ一つの疑問に対して、それは誤解であると

いうことを説明していきたいと思っている。そういった懸念をお持ちの市民

もおられるということは事実として受け止め、全て丁寧に対応することで払

拭していきたいと思っている。そのチラシなどに書いてあるようなことは起

こらないというのが我々の見解である。 

寒川委員 ・ こういった懸念については、今言われたように、技術的に起こらないとか、

クリアになるようなかたちで、どんどん情報を出されればよいと思う。もし、
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市が黙っていると、我々一般市民は分からないため、本当はどうなのかとい

う心配が出るので、情報は遠慮なく出していただければと思う。 

岡田会長 ・ 本日はいくつか追加の御意見を承った。今回の第２次広島市環境基本計画

は内容の大綱化を図っているということで、御意見を参考にしていただいて、

今後の具体的な事業、準備等に御配慮いただければというふうにお願いする。 

・ それでは、お諮りする。第２次環境基本計画（案）について、案のとおり

答申するということでよろしいか。 

広島市環境審

議会委員 

・ 【異議なし】 

岡田会長 ・ では、そのように取り計らわせていただく。 

・ 本日の議事は終了である。委員の皆様においては、５回にわたり御審議い

ただき、感謝する。 

環境局長 ・ 今年度は、この新たな環境基本計画の策定に当たり、岡田会長をはじめ、

委員の皆様には、熱心に御審議いただき、おかげさまで、本日答申を頂く運

びとなり、心から感謝を申し上げる。 

・ 来年度、本市は新たな地球温暖化対策地域推進計画を策定する予定として

いる。 

・ ２年連続で環境に関する新たな計画を策定するということになるが、岡田

会長をはじめ、委員の皆様には、来年度も引き続き、御審議をいただきたい

と思っているので、どうぞよろしくお願い申し上げる。 

柳下委員 ・ 答申はこれで結構であるが、今回１年間、環境基本計画策定の議論に携わ

って、感じたことを感想として述べたい。 

・ 本計画は、短期間の策定スケジュールの中、環境像を設定されるなど、長

期的な視野も入れながら、非常に分かりやすいものになっていると思う。な

お、指標については、次の改定時期までに、広島は、都市部だけではなく、

中山間地、里山もあり、水環境も豊かなんだということを分かりやすく示す

指標がないか、引き続き研究をされたらよいのではないかと思う。審議会に

はいろいろな大学の先生もいらっしゃるし、先ほどお話があったイクレイな

ど、国際社会の中でいろいろと頑張っている例が先進諸国にたくさんあるの

ではないかと思うので、更に良いものに仕上げていく努力が必要ではないか

と感じた。 

岡田会長 ・ また４月以降の審議でも関係する所が出てくると思うので、その際にもよ

ろしくお願いする。長時間にわたる御審議、深く感謝する。 

 


